
 

 

 

 

 

 

 

 

低濃度 PCB 廃棄物処理委託 

（松ケ崎浄水場他） 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

京 都 市 上 下 水 道 局 

 

 

建設リサイクル法 

□ 適 用 ☑ 適用外 



１総則 

(1) 疑義 

本仕様書、費用内訳書及び添付図面（以下「仕様書等」という。）に明示されていない事項がある

ときは、発注者及び受注者が協議してこれを定める。 

(2) 法令などの遵守 

受注者は、作業の履行に当たり、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（廃棄物処理法）、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措

置法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、電気事業法、電気設備

に関する技術基準を定める省令、道路交通法、公害関係法規、職業安定法及び本作業に関係するそ

の他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従わなければならない。 

(3) 単位 

使用する単位は、国際単位系(SI)を標準とする。  

(4) 受注者の負担 

仕様書等に定めるほか、本作業にかかる処理費の一切は、受注者の負担とする。また、次の各号

に掲げる費用も同様とする。 

ア 作業に必要な工具、測定機器類及び軽微な部品に要する費用。 

イ 各種の試験及び検査に必要な費用。 

ウ 発注者の施設、第三者などに損害を与えた場合の原形に復旧する費用及び補償。 

エ 官公署などに対する届出などの手続に必要な費用。 

オ その他仕様書等に明記されていない事項でも当然必要な費用。 

カ 特別管理産業廃棄物（以下「特管廃棄物」という。）の処理施設を設置している地を管轄する都

道府県等が定める条例等により新たに生じた費用。 

(5) 官公署への手続の代行 

受注者は、作業の履行に当たり、関係官公署及び地区電気事業者などへの届出等を法令、条例又

は設計図書の定めにより実施しなければならない。 

(6) 作業の中止 

次の場合、発注者は作業の一部又は全部について、中止を命ずることがある。この場合、受注者

にその責任があるときは、損害が生じても発注者は補償しない。 

ア 受注者が発注者の指示に従わないとき。 

イ 受注者に作業遂行の能力がないと発注者が判断したとき。 

ウ その他必要が生じたとき。 

(7) 仕様変更 

発注者は、必要がある場合、仕様変更を行う。 

(8) 社会保険等の加入  

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定に

より、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければなら

ない。また、作業の着手前において、各労働局・労働基準監督署様式等により労働保険関係成立を

証明する書類を提出しなければならない。 

(9) 安全衛生管理など 



受注者は、作業の履行に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守し、労働環境の安全衛生及び災害

防止を図らなければならない。 

ア 労働基準法、労働安全衛生法などの関係法規に基づき、危険防止設備などを設け、安全衛生管

理を十分に行わなければならない。 

イ 施設、仮設物などには適切な保安措置を行い、火災、その他災害の防止に留意しなければなら

ない。 

ウ 作業中は、必要に応じ、専任の要員を配置し、現場内の巡視、整理清掃を行わなければならな

い。特に、歩行者の安全対策については、仕様書の指示事項を遵守し、安全確保に努めなければ

ならない。 

(10) 環境保全 

受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62年 3

月 30 日改正建設省経機発第 58 号）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気

汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び作業の実施の各段階において十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努めなければならない。 

(11) 臨機の措置 

受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに局職員に通知しなければならない。天

災等に伴い、作業目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められると

き、発注者は、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

(12) 資材・労務等の調達 

本作業に当たっては、可能な限り本市に本店を有する事業者から資材及び労務等の調達に努めな

ければならない。 
 

２ 作業の概要 

  本作業は、京都市上下水道局（以下「発注者」という。）が排出した低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物（以下「低濃度 PCB 廃棄物」という。）を、受注者が適正に処理するものである。 

 

３ 低濃度 PCB 廃棄物発生場所 

  松ケ崎浄水場 他 

  発生場所詳細一覧 

京都市左京区松ケ崎中海道町９番地 松ケ崎浄水場 

京都市山科区勧修寺丸山町１番地 新山科浄水場 

京都市左京区上高野薩田町１１８ 上高野ポンプ場 

京都市西京区大枝東長町３番地６１ 洛西配水場 

 

４ 完成期限 

  令和８年３月３１日までとする。 

 



５ 処理委託物の種類及び数量 

№ 
廃棄物の 

種類 
仕様・製造者 

濃度 

(mg/kg) 
数量 

合計重量

(kg) 
発生場所 

1 変圧器 50kVA 大阪変圧器(S47.9) 0.87 1 台 347.0 松ケ崎 

2 油入遮断器 富士電機(S27.6) 0.83 1 台 73.0 松ケ崎 

3 油入遮断器 富士電機(S27.6) 2.40 1 台 73.0 松ケ崎 

4 変圧器 20kVA 大阪変圧器(S28) 0.70 1 台 282.0 松ケ崎 

5 変圧器 20kVA 大阪変圧器(S28) 0.89 1 台 282.0 松ケ崎 

6 絶縁油  1.10 2 缶 28.4 松ケ崎 

7 リアクトル 9kVA 三菱電機(S47) 17.0 5 台 1,500.0 松ケ崎 

8 リアクトル 9kVA 三菱電機(S47) 16.0 1 台 300.0 松ケ崎 

9 リアクトル 1.8kVA 東洋電機(S49.3) 23.0 37.0 2 台 140.0 新山科 

10 コンデンサ 75kVA 日新電機(S49.1) 2.5 1 台 57.0 新山科 

11 リアクトル 4.4kVA 東洋電機(S49.3) 3.2 1 台 90.0 新山科 

12 コンデンサ 343μF 指月電機(S49) 2.6 1.2 

2.4 2.5 

4 台 60.0 上高野 

13 コンデンサ 15μF ﾏﾙｺﾝ電子（S49)   2.7 2.7

 3.1 

3 台 3.0 上高野 

14 変圧器 三菱電機(S42) 0.51 1 台 71.0 洛西配 

15 変圧器 三菱電機(S41) 0.51 1 台 108.0 洛西配 

16 変圧器 三菱電機(S60) 44.0 1 台 70.0 洛西配 

17 コンデンサ 400μF 日新電機 *注 2 台 4.0 洛西配 

18 コンデンサ 10μF ﾏﾙｺﾝ電子(S54) *注 20 台 6.0 洛西配 

19 コンデンサ 15μF ﾏﾙｺﾝ電子(S53-S55) *注 5 台 1.5 洛西配 

20 コンデンサ 30μF ﾏﾙｺﾝ電子(S55) *注 3 台 0.9 洛西配 

21 コンデンサ 40μF ﾏﾙｺﾝ電子(S53,S58) *注 4 台 1.7 洛西配 

22 コンデンサ 75μF ﾏﾙｺﾝ電子(S55,S59) *注 3 台 1.3 洛西配 

23 コンデンサ 150μF ﾏﾙｺﾝ電子(S60) *注 2 台 2.6 洛西配 

計 66 台 3502.2  

*注：微量PCBの混入の可能性が否定できないものである。 

＊１低濃度 PCB 廃棄物の性状及び外観は【別紙１】低濃度 PCB 廃棄物一覧の通りである。 

＊２成分分析時に発生した分析試料検体(絶縁油)も併せて処分すること。(松ケ崎浄水場、新山 

科浄水場、上高野ポンプ場、洛西配水場) 

＊３上高野ポンプ場におけるコンデンサ保管箱、洛西配水場におけるコンデンサ保管箱・汚染 

 物保管箱も併せて処分すること。 

   ＊４松ケ崎浄水場における変圧器・油入遮断器(Ｎｏ.１～Ｎｏ.５)の下に敷いている樹脂製 

     容器(一部油溜まりあり)、絶縁油(Ｎｏ.６)の下に敷いているブルーシート及びリアクトル 

(Ｎｏ.７～Ｎｏ.８)の下に敷いているビニールシートも併せて処分すること。 



６ 作業内容 

       本作業は、発注者が保管する低濃度 PCB 廃棄物について、発注者が別途契約する収集運搬業者（以

下「収集運搬業者」という。）が受注者の施設に搬入後、法令等に従って処理を行い、発注者に最終処

分完了の報告を行う。 

 

７ 受注者の資格 

  本作業を受注するにあたって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」と 

いう。）」の以下の「（１）、（２）、（４）」又は「（３）、（４）」を有すること。 

（１） 特管廃棄物処理業の許可（廃棄物処理法第１４条の４第６項） 

（２） 特管廃棄物の処理施設を設置している地に関する許可（廃棄物処理法第１５条第１項） 

（３） 無害化処理の認定（廃棄物処理法第１５条の４の４第１項） 

（４） 以下の特管廃棄物の処理が可能 

ア 廃 PCB 等 

イ PCB 汚染物 

ウ PCB 処理物 

 

８ 提出書類 

  様式は別に定めのある場合を除き原則として京都市上下水道局のウェブサイトに掲載されている

様式を使用すること。また、様式の読替え等については監督員の指示に従うこと。 

  なお、（３）と（４）はいずれかの提出でよい。 

（１） 現場代理人通知書・変更通知書                  １部 

（２） 経歴書                             １部 

（３） 特管廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物処理施設設置許可証の写し 各１部 

（４） 無害化処理に係る認定証                     １部 

（５） 労働者災害補償保険法の規定による保険加入証明書の写し又はそれに 

代わるもの                           １部 

（６） 完成通知書（作業完了時）                    ２部 

（７） 請求書                             １部 

（８） その他必要書類等                        必要部数 

 

９ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の運用 

受注者は、産業廃棄物の処理の際は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を運用しなければならな

い。運用に当たっては原則として電子マニフェストとする。 

なお、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の運用は協議のうえ、変更することができる。 

紙マニフェストの場合、処分終了時の発注者（排出事業者）への報告は、マニフェストの返送をも

ってこれに代えることとする。 

報告内容に疑義がある場合、発注者（排出事業者）から受注者へ確認を行うことがある。 

 

 



１０ 支払方法 

（１）発注者は、受注者の提出する受渡確認票又は紙マニフェストＥ票及び完成通知書を受領し 

    た後に、当該業務の履行確認を行う。 

（２）発注者は、履行確認後に受注者の発行する請求書に基づき支払いを行う。 

 

１１ 契約の解除等 

（１） 発注者及び受注者は、相手方が法令で定める義務を満たさなくなったとき又は本契約に 

違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、協 

議のうえ、相互に本契約を解除することができる。 

（２） 発注者又は受注者から契約を解除した場合において、本契約に基づいて発注者から引き 

渡しを受けた低濃度ＰＣＢ廃棄物について、処分が未だに完了していないものがあると 

きは、次の措置を講じなければならない。 

ア 受注者の義務違反により発注者が解除した場合 

受注者の費用負担において許可を有する別の業者で処分しなければならない。 

なお、受注者が処分を再委託するにあたっては廃棄物処理法第１４条第１６項を 

遵守すること。 

イ 発注者の義務違反により受注者が解除した場合 

発注者の費用負担において発注者が低濃度ＰＣＢ廃棄物を引き取らなければ 

ならない。 

 

１２ その他 

（１）本業務の実施にあたって、監督員、受注者及び収集運搬業者と十分に協議を行い、 

作業方法や工程等を決定すること。 

（２）本件の収集運搬は、発注者が別途契約する収集運搬業者により令和８年１月頃に 

行う予定である。 

（３）受注者は、作業の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏えいしてはならない。 

また、履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。 

（４）本仕様書に記載の事項に変更があった場合、発注者から現場代理人に文書にて伝達する。 



【別紙１】低濃度PCB廃棄物一覧

松ケ崎浄水場
 ・変圧器等

 ・絶縁油

 ＊絶縁油の上にある分析試料検体も処分



松ケ崎浄水場
 ・その他汚染物(全て処分)

      ブルーシート 樹脂製容器(機器からの油漏れあり)
 

ビニールシート



No.1



No.2



No.3



No.4



No.5



No.6



No.7



No.7～8



新山科浄水場
・リアクトル

・コンデンサ

    ＊分析試料検体(容器含む)も処分



No.9



No.9



No.10



No.11



上高野ポンプ場
・コンデンサ

＊保管箱も処分

＊分析試料検体も処分

製造者名：指月電機製作所
容量：343μF

形式：JA形
製造年：1973、1974年
台数：4台

製造者名：MARCON ELECTRONICS CO.LTD

容量：15μF

形式：M44AGBK156U

製造年：1974年
台数：3台



No.12



No.12



No.12



No.12



No.13



No.13



No.13



洛西配水場
・コンデンサ、汚染物(各々の保管箱も処分)

 ＊汚染物(分析試料検体)も処分
・変圧器

容器内（コンデンサ） 容器内（汚染物）

液漏れしているため、梱包材（段ボール）、
プラスチック容器を含め処分する必要がある。



                                        

                              
     

No.14～16



No.17





No.18～22



               

  
                    

                                                                           

No.23


